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【 請 求 項 １ 】
　 所 定 の 経 路 上 を 移 動 す る 列 車 を 制 御 す る 車 上 制 御 装 置 と 、
　 前 記 列 車 の 在 線 位 置 を 用 い て 前 記 列 車 の 走 行 可 能 経 路 を 算 出 す る 地 上 制 御 装 置 と 、
を 備 え る 列 車 制 御 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 車 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 地 上 制 御 装 置 と 通 信 を 行 う 車 上 通 信 部 と 、
　 前 記 列 車 の 前 記 在 線 位 置 を 取 得 す る 位 置 取 得 部 と 、
　 前 記 在 線 位 置 を 前 記 地 上 制 御 装 置 に 送 信 し 、 前 記 列 車 の 前 記 走 行 可 能 経 路 を 示 す 走 行 許  
可 位 置 を 前 記 地 上 制 御 装 置 か ら 受 信 し 、 前 記 走 行 許 可 位 置 に 応 じ て 前 記 列 車 を 走 行 さ せ る  
車 上 制 御 部 と 、 を 含 み 、
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 車 上 制 御 装 置 と 通 信 を 行 う 地 上 通 信 部 と 、
　 前 記 在 線 位 置 を 前 記 車 上 制 御 装 置 か ら 受 信 し 、 前 記 列 車 の 前 記 走 行 可 能 経 路 と 前 記 走 行  
許 可 位 置 と を 算 出 し 、 前 記 走 行 許 可 位 置 を 前 記 車 上 制 御 装 置 に 送 信 す る 地 上 制 御 部 と 、
　 前 記 所 定 の 経 路 に お い て 、 浸 水 が 発 生 す る 可 能 性 を 示 す 浸 水 関 連 情 報 を 管 理 し 、 か つ 区  
域 毎 に 、 浸 水 が 発 生 す る リ ス ク を 示 す 深 刻 度 を 記 憶 す る 浸 水 デ ー タ ベ ー ス と 、 を 含 み 、
　 前 記 地 上 制 御 部 は 、
　 前 記 浸 水 関 連 情 報 を 前 記 浸 水 デ ー タ ベ ー ス か ら 取 得 し 、 前 記 浸 水 関 連 情 報 に 基 づ い て 、  
現 在 浸 水 が 発 生 し て い る 浸 水 区 域 と 、 浸 水 が 予 測 さ れ る 予 測 浸 水 区 域 と を 判 定 し 、
　 前 記 深 刻 度 に 応 じ て 、 前 記 列 車 の 退 避 優 先 順 位 を 判 定 し 、
　 前 記 退 避 優 先 順 位 に 基 づ い て 、 前 記 浸 水 区 域 又 は 予 測 浸 水 区 域 に 在 線 し て い る 前 記 列 車  
に つ い て 、 前 記 浸 水 区 域 又 は 前 記 予 測 浸 水 区 域 の 外 の 区 域 ま で の 走 行 可 能 経 路 で あ る 浸 水  
区 域 外 走 行 可 能 経 路 と 、 そ れ に 対 応 す る 前 記 走 行 許 可 位 置 で あ る 浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置  
を 前 記 浸 水 区 域 及 び 前 記 予 測 浸 水 区 域 に 基 づ い て 算 出 し 、
　 前 記 浸 水 区 域 又 は 前 記 予 測 浸 水 区 域 に 在 線 し て い る 前 記 列 車 の 前 記 車 上 制 御 装 置 に 前 記  



10

20

30

40

50

JP WO2022/054444 A5 2023.3.8(2)

浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置 を 送 信 し 、
　 前 記 車 上 制 御 部 は 、
　 前 記 浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置 に 応 じ て 前 記 列 車 を 走 行 さ せ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 雨 量 に 関 す る 雨 量 情 報 を 測 定 す る 雨 量 計 測 器 と 、
　 前 記 雨 量 情 報 を 前 記 雨 量 計 測 器 か ら 取 得 し 、 前 記 雨 量 情 報 を 前 記 浸 水 関 連 情 報 の 一 部 と  
し て 前 記 浸 水 デ ー タ ベ ー ス に 格 納 す る 雨 量 計 測 部 と を 更 に 含 む 、
　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 浸 水 量 に 関 す る 浸 水 量 情 報 を 測 定 す る 浸 水 計 測 器 と 、
　 前 記 浸 水 量 情 報 を 前 記 浸 水 計 測 器 か ら 取 得 し 、 前 記 浸 水 量 情 報 を 前 記 浸 水 関 連 情 報 の 一  
部 と し て 前 記 浸 水 デ ー タ ベ ー ス に 格 納 す る 浸 水 計 測 部 と を 更 に 含 む 、
　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 震 度 に 関 す る 震 度 情 報 を 測 定 す る 地 震 計 測 器 と 、
　 前 記 震 度 情 報 を 前 記 地 震 計 測 器 か ら 取 得 し 、 前 記 震 度 情 報 を 前 記 浸 水 関 連 情 報 の 一 部 と  
し て 前 記 浸 水 デ ー タ ベ ー ス に 格 納 す る 地 震 計 測 部 と を 更 に 含 む 、
　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 集 中 豪 雨 予 報 、 台 風 予 報 、 降 水 量 情 報 、 河 川 の 氾 濫 実 績 情 報 、 又 は 災 害 情 報 の い ず れ か  
一 つ を 取 得 し 、 前 記 浸 水 関 連 情 報 の 一 部 と し て 前 記 浸 水 デ ー タ ベ ー ス に 格 納 す る 気 象 情 報  
取 得 部 と を 更 に 含 む 、
　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
（ 削 除 ）
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 浸 水 区 域 、 前 記 予 測 浸 水 区 域 、 及 び 前 記 列 車 の 前 記 在 線 位 置 を 示 す 表 示 器 を 更 に 含  
み 、
　 前 記 地 上 制 御 部 は 、
　 前 記 浸 水 区 域 、 前 記 予 測 浸 水 区 域 、 及 び 前 記 列 車 の 前 記 在 線 位 置 に 基 づ い て 、 浸 水 区 域  
内 又 は 予 測 浸 水 区 域 内 に 在 線 す る 列 車 を 判 定 し 、
　 浸 水 区 域 内 又 は 予 測 浸 水 区 域 内 に 在 線 す る 列 車 に つ い て 、 退 避 を 促 す 警 報 情 報 を 前 記 表  
示 器 に 表 示 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 車 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 浸 水 区 域 、 前 記 予 測 浸 水 区 域 、 及 び 前 記 列 車 の 前 記 在 線 位 置 を 示 す 表 示 器 を 更 に 含  
み 、
　 前 記 車 上 制 御 部 は 、
　 前 記 浸 水 区 域 、 前 記 予 測
浸 水 区 域 、 及 び 前 記 列 車 の 前 記 在 線 位 置 に
　 基 づ い て 、 浸 水 区 域 内 又 は 予 測 浸 水 区 域 内 に 在 線 す る 列 車 を 判 定 し 、
　 浸 水 区 域 内 又 は 予 測 浸 水 区 域 内 に 在 線 す る 列 車 に つ い て 、 退 避 を 促 す 警 報 情 報 を 前 記 表  
示 器 に 表 示 す る 、
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　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 地 上 制 御 部 は 、
　 浸 水 区 域 内 又 は 予 測 浸 水 区 域 内 の 前 記 列 車 が 退 避 す る 際 に 、 前 記 列 車 の 経 路 の 支 障 と な  
る 可 能 性 が あ る 障 害 列 車 を 特 定 し 、
　 前 記 障 害 列 車 に 対 し て 、 前 記 障 害 列 車 を 、 前 記 列 車 の 経 路 の 支 障 と な ら な い 位 置 ま で 走  
行 さ せ る た め の 障 害 列 車 用 走 行 可 能 経 路 と 障 害 列 車 用 走 行 許 可 位 置 と を 算 出 し 、
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 障 害 列 車 用 走 行 可 能 経 路 と 前 記 障 害 列 車 用 走 行 許 可 位 置 と を 前 記 障 害 列 車 の 車 上 制  
御 装 置 に 送 信 し 、
　 前 記 障 害 列 車 の 前 記 車 上 制 御 部 は 、
　 前 記 障 害 列 車 用 走 行 許 可 位 置 に 応 じ て 前 記 障 害 列 車 を 走 行 さ せ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 列 車 は 前 記 経 路 の 標 高 情 報 と 勾 配 情 報 と に 基 づ い て 、 前 記 経 路 の 範 囲 内 で 標 高 が 高  
い 位 置 へ 退 避 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 車 上 制 御 装 置 は 、
　 退 避 要 求 を 前 記 地 上 制 御 装 置 に 送 信 し 、
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 退 避 要 求 に 基 づ い て 、 前 記 浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置 を 前 記 車 上 制 御 装 置 に 送 信 す る  
、
　 こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 列 車 に 搭 載 さ れ る 車 上 制 御 装 置 と 通 信 を 行 う 通 信 部 と 、
　 前 記 列 車 の 在 線 位 置 を 前 記 車 上 制 御 装 置 か ら 受 信 し 、 前 記 列 車 の 走 行 可 能 経 路 と 走 行 許  
可 位 置 と を 算 出 し 、 前 記 走 行 許 可 位 置 を 前 記 車 上 制 御 装 置 に 送 信 す る 制 御 部 と 、
　 所 定 の 経 路 に お い て 、 浸 水 が 発 生 す る 可 能 性 を 示 す 浸 水 関 連 情 報 を 管 理 し 、 か つ 区 域 毎  
に 、 浸 水 が 発 生 す る リ ス ク を 示 す 深 刻 度 を 記 憶 す る 浸 水 デ ー タ ベ ー ス と 、
を 含 む 列 車 制 御 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 列 車 制 御 装 置 は 、
　 前 記 浸 水 関 連 情 報 を 前 記 浸 水 デ ー タ ベ ー ス か ら 取 得 し 、 前 記 浸 水 関 連 情 報 に 基 づ い て 、  
現 在 浸 水 が 発 生 し て い る 浸 水 区 域 と 、 浸 水 が 予 測 さ れ る 予 測 浸 水 区 域 と を 判 定 し 、
　 前 記 深 刻 度 に 応 じ て 、 列 車 の 退 避 優 先 順 位 を 判 定 し 、
　 前 記 退 避 優 先 順 位 に 基 づ い て 、 前 記 浸 水 区 域 又 は 予 測 浸 水 区 域 に 在 線 し て い る 列 車 に つ  
い て 、 前 記 浸 水 区 域 又 は 前 記 予 測 浸 水 区 域 の 外 の 区 域 ま で の 走 行 可 能 経 路 で あ る 浸 水 区 域  
外 走 行 可 能 経 路 と 、 そ れ に 対 応 す る 前 記 走 行 許 可 位 置 で あ る 浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置 を 前  
記 浸 水 区 域 及 び 前 記 予 測 浸 水 区 域 に 基 づ い て 算 出 し 、
　 前 記 浸 水 区 域 又 は 前 記 予 測 浸 水 区 域 に 在 線 し て い る 前 記 列 車 の 前 記 車 上 制 御 装 置 に 前 記  
浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置 を 送 信 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 列 車 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 所 定 の 経 路 上 を 移 動 す る 列 車 を 制 御 す る 車 上 制 御 装 置 と 、
　 前 記 列 車 の 在 線 位 置 を 用 い て 前 記 列 車 の 走 行 可 能 経 路 を 算 出 す る 地 上 制 御 装 置 と 、
を 備 え る 列 車 制 御 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 車 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 地 上 制 御 装 置 と 通 信 を 行 う 車 上 通 信 部 と 、
　 前 記 列 車 の 前 記 在 線 位 置 を 取 得 す る 位 置 取 得 部 と 、
　 前 記 在 線 位 置 を 前 記 地 上 制 御 装 置 に 送 信 し 、 前 記 列 車 の 前 記 走 行 可 能 経 路 を 示 す 走 行 許  
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可 位 置 を 前 記 地 上 制 御 装 置 か ら 受 信 し 、 前 記 走 行 許 可 位 置 に 応 じ て 前 記 列 車 を 走 行 さ せ る  
車 上 制 御 部 と 、 を 含 み 、
　 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 車 上 制 御 装 置 と 通 信 を 行 う 地 上 通 信 部 と 、
　 前 記 在 線 位 置 を 前 記 車 上 制 御 装 置 か ら 受 信 し 、 前 記 列 車 の 前 記 走 行 可 能 経 路 と 前 記 走 行  
許 可 位 置 と を 算 出 し 、 前 記 走 行 許 可 位 置 を 前 記 車 上 制 御 装 置 に 送 信 す る 地 上 制 御 部 と 、
　 前 記 所 定 の 経 路 に お い て 、 浸 水 が 発 生 す る 可 能 性 を 示 す 浸 水 関 連 情 報 を 管 理 す る 浸 水 デ  
ー タ ベ ー ス と 、 を 含 み 、
　 前 記 地 上 制 御 部 は 、
　 前 記 浸 水 関 連 情 報 を 前 記 浸 水 デ ー タ ベ ー ス か ら 取 得 し 、 前 記 浸 水 関 連 情 報 に 基 づ い て 、  
現 在 浸 水 が 発 生 し て い る 浸 水 区 域 と 、 浸 水 が 予 測 さ れ る 予 測 浸 水 区 域 と を 判 定 し 、
　 前 記 浸 水 区 域 又 は 予 測 浸 水 区 域 に 在 線 し て い る 前 記 列 車 に つ い て 、 前 記 浸 水 区 域 又 は 前  
記 予 測 浸 水 区 域 の 外 の 区 域 ま で の 走 行 可 能 経 路 で あ る 浸 水 区 域 外 走 行 可 能 経 路 と 、 そ れ に  
対 応 す る 前 記 走 行 許 可 位 置 で あ る 浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置 を 前 記 浸 水 区 域 及 び 前 記 予 測 浸  
水 区 域 に 基 づ い て 算 出 し 、
　 前 記 浸 水 区 域 又 は 前 記 予 測 浸 水 区 域 に 在 線 し て い る 前 記 列 車 の 前 記 車 上 制 御 装 置 に 前 記  
浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置 を 送 信 し 、
　 前 記 車 上 制 御 部 は 、
　 前 記 浸 水 区 域 外 走 行 許 可 位 置 に 応 じ て 前 記 列 車 を 走 行 さ せ 、
更 に 前 記 地 上 制 御 部 は 、
　 浸 水 区 域 内 又 は 予 測 浸 水 区 域 内 の 前 記 列 車 が 退 避 す る 際 に 、 前 記 列 車 の 経 路 の 支 障 と な  
る 可 能 性 が あ る 障 害 列 車 を 特 定 し 、
　 前 記 障 害 列 車 に 対 し て 、 前 記 障 害 列 車 を 、 前 記 列 車 の 経 路 の 支 障 と な ら な い 位 置 ま で 走  
行 さ せ る た め の 障 害 列 車 用 走 行 可 能 経 路 と 障 害 列 車 用 走 行 許 可 位 置 と を 算 出 し 、
　 更 に 前 記 地 上 制 御 装 置 は 、
　 前 記 障 害 列 車 用 走 行 可 能 経 路 と 前 記 障 害 列 車 用 走 行 許 可 位 置 と を 前 記 障 害 列 車 の 車 上 制  
御 装 置 に 送 信 し 、
　 前 記 障 害 列 車 の 前 記 車 上 制 御 部 は 、
　 前 記 障 害 列 車 用 走 行 許 可 位 置 に 応 じ て 前 記 障 害 列 車 を 走 行 さ せ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 列 車 制 御 シ ス テ ム 。
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